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「指定運用方針」の改正案について 

 

１ 新規指定時期について 

方針「６ 指定する区域の面積等」について、新たに区域を指定できる時期を次のとおり

改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪時点による比較≫ 

時 点 確認方法 新規指定時期 
建築計画の変更 

又は建築工事の延期 

開発行為等許可 

通知書の発行日 
市が開発行為等許可通知書を発行 

早い 

   

 

 

 

遅い 

有り 

 

 

 

 

ほぼ無し 

建築確認済証 

の発行日 
事業者から建築確認済証を提示 

工事着手（建築） 
工事現場の視察 

基礎工事完了 

 

 

２ 区域の見直し時期について 

方針「９ 指定済み区域の取扱い」について、区域の見直し又は廃止を行う時期を次のと

おり改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現行  

 

●建築物の敷地の面積の合計が 

指定済みの区域の面積の合計の 

１０分の８以上 

 

「建築物の敷地」 

 

「建築基準法に基づく 

検査済証の発行日」 

 

年単位

の差 

 改正案  

 

●開発許可を受けた区域の面積の合計が 

指定済みの区域の面積の合計の 

１０分の８以上 

 

「開発許可を受けた」 

 

「開発行為等許可通知書の発行日」 

 

＝
 

＝
 

 現行  

●適宜、区域の見直し（変更） 

 

 改正案  

●適宜、区域の見直し（変更、廃止） 

 

●区域指定日から２年以内に開発許可

の申請が無い場合、指定を廃止するこ

とができる 
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３ その他の改正について 

（１）指定する区域の面積の改正 

  方針「６ 指定する区域の面積等」について、新たに指定する一の区域の面積を次のと

おり改める。 

  

 

 

 

 

（２）土地改良法に基づく非農用地関係土地改良事業に伴う規定の新設 

方針「３ 指定する区域に含まない土地の区域（別紙１）」及び「６ 指定する区域の面

積等」について、非農用地関係土地改良事業に伴う規定を次のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※土地改良法とは、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実

施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の

生産性の向上、農業総生産の増大等を目的として定められた法律 

※非農用地関係土地改良事業とは、土地改良法に基づき非農用地区域を定める土地改良事業 

 

４ 新規指定のサイクル化について 

 

 

 

 

 

 現行  

●一の区域の面積 

   ０．５ヘクタール以上 

 改正案  

●一の区域の面積 

   概ね０．５ヘクタール以上 

 

区 

域 

指 

定 

区 

域 

指 

定 

 申請者  

●開発許可申請に向けた準備 

●開発許可申請 

 市（都市計画審議会）  

●新規指定手続 

●区域廃止手続 

２年 １年 

 現行  

 

●非農用地関係土地改良事業に伴う規定 

  

規定なし 

 

 

 

 

 

 

 改正案  

 

●非農用地関係土地改良事業に伴う規定 

・非農用地関係土地改良事業で農地転用

が見込まれる区域を指定可能とする 

 

・指定した区域は、 

「新たに指定する区域の面積の合計」 

及び「指定済みの区域の面積」 

に含めない 

 


